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千葉市コミュニティセンター設置管理条例施行規則（昭和５４年千葉市規則第９号）新旧対照表 

改正前 改正後 

（使用許可等） （使用許可等） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 前条第１項及び前項の規定にかかわらず、コミュニティセンター

の体育館、柔道場、剣道場                    、プール又はトレ

ーニング室（以下この項において「スポーツ施設」という。）を個

人使用しようとする者は、千葉市コミュニティセンタースポーツ施

設個人使用券（様式第１４号）を購入することにより、使用許可を

受けるものとする。この場合において、所定の使用時間を超過して

当該スポーツ施設を個人使用しようとする者は、当該超過時間分の

千葉市コミュニティセンタースポーツ施設個人使用超過券（様式第

１５号）を購入するものとする。 

２ 前条第１項及び前項の規定にかかわらず、コミュニティセンター

の体育館、柔道場、剣道場、フィットネスルーム、プール又はトレ

ーニング室（以下この項において「スポーツ施設」という。）を個

人使用しようとする者は、千葉市コミュニティセンタースポーツ施

設個人使用券（様式第１４号）を購入することにより、使用許可を

受けるものとする。この場合において、所定の使用時間を超過して

当該スポーツ施設を個人使用しようとする者は、当該超過時間分の

千葉市コミュニティセンタースポーツ施設個人使用超過券（様式第

１５号）を購入するものとする。 

（図書の貸出し） （図書の貸出し） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 貸出しを受けることの出来る図書は、図書貸出券１枚につき１冊

とし、貸出期間は２週間以内とする。 

２ 貸出しを受けることのできる図書は、図書貸出券１枚につき１冊

とし、貸出期間は２週間以内とする。 

３ （略） ３ （略） 

附 則 附 則 

 （施行期日） 

１ （略） １ （略） 
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 （千葉市中央コミュニティセンター管理規則の廃止） 

２ （略） ２ （略） 

 （経過措置） 

３ （略） ３ （略） 

（新設） （指定管理者の指定の手続等の特例） 

４ 条例附則第４項前段の規定により指定した場合における第１５条

第１項の規定の適用については、同項中「第１５条第４項」とある

のは「附則第４項前段」とする。 

様式第１号 様式第１号 

（略） （略） 

様式第２号 様式第２号 

（略） （略） 

 


